
1 

 

 

ＮＨＫインターネット「受信料の窓口」利用規約 

 

目次 

第１章  総則 

第１条 （適用） 

第２条 （同意） 

第３条 （パーソナルデータの取り扱い） 

 

第２章  「受信料の窓口」での受信契約や受信料のお支払い等に関するお手続き 

第４条 （「受信料の窓口」でのお手続き） 

第５条 （順守事項等） 

第６条 （ＮＨＫ以外の事業者が提供するサービス等を利用する場合について） 

 

第３章  世帯における受信料アカウント 

第７条 （受信料アカウントで利用できるサービス） 

第８条 （受信料アカウントの登録申込み） 

第９条 （受信料アカウントで利用できる機能） 

第１０条 （受信料アカウントの登録申込みの特例） 

第１１条 （受信料アカウントの管理） 

第１２条 （受信料アカウントの利用終了） 

 

第４章  事業目的でのＮＨＫの配信利用における「確認キー」の取得について 

   第１３条 （「確認キー」の取得手続き） 

 

第５章  雑則 

第１４条 （規約変更） 

第１５条 （準拠法・管轄） 

第１６条 （質問および苦情処理の窓口） 

第１７条 （ＮＨＫプラス利用者の特例） 

第１８条 （特定条項の適用開始） 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

第１章  総則 

第１条 （適用） 

１.本規約は、「ＮＨＫインターネットサービス利用規約」が適用されるサービスのうち、ＮＨＫが受

信契約に関する業務（受信契約締結のための業務、受信料の収納業務、受信料アカウントに

関する業務、および事業目的でのＮＨＫの配信利用における「確認キー」の取得に関する業務、

ならびにそれらを目的としてＮＨＫが実施する情報提供（ＮＨＫ自身の営業に関する広告（放

送法第８３条第１項所定の「他人の営業に関する広告」にはあたらないものを指します。以下

本規約において同じ。）、および求めに応じて実施する情報提供を含みます。）)に加え、本規

約第６条第１項の「外部サービス」を用いて行う業務（これらを総称して、以下「インターネット

受信料関係サービス」といいます。）、および第６条第５項の「委託事業者サイト」を用いて行

う業務に、それぞれ必要な限度で適用されます。 

２.次の各号のいずれかの方法によりインターネット受信料関係サービスを提供するウェブサイ

ト等を、「受信料の窓口」といいます。 

（１）ＮＨＫがインターネット受信料関係サービスを目的として運営するウェブサイトを通じて

行う方法（なお、当該サイトのドメインとして nhk-cs.jp があります。） 

（２）「ＮＨＫインターネットサービス利用規約」第３条所定の第三者のサイト等を通じて行う方

法（なお、本規約第６条第１項の「外部サービス」、本規約第６条第５項の「委託事業者サイ

ト」は含みません。） 

３.本規約は、「ＮＨＫインターネットサービス利用規約」の特則であり、本規約に定める以外の事

項については、用語も含めて、「ＮＨＫインターネットサービス利用規約」が適用されます。 

 

第２条 （同意） 

インターネット受信料関係サービスを利用する際には、本規約に同意いただく必要があります。

インターネット受信料関係サービスを実際にご利用いただくことで、本規約に同意いただいた

ものとみなします。 

 

第３条 （パーソナルデータの取り扱い） 

１.ＮＨＫは、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）を順守して、イ

ンターネット受信料関係サービスで取り扱うパーソナルデータを受信料関係分野プライバシ

ーポリシー（https://www.nhk-cs.jp/regulations/privacy/policy/）および「受信

料の窓口」プライバシーノーティス（https://www.nhk-cs.jp/regulations/privacy/

notice/）を定めて適正に取り扱います。 

２.インターネット受信料関係サービスで受信契約の各種手続き等を行う際にお届けいただく所

定の事項やその情報の取り扱いについては「受信料の窓口」プライバシーノーティスに定め

ます。 

 

第２章  「受信料の窓口」での受信契約や受信料のお支払い等に関するお手続き 

第４条 （「受信料の窓口」でのお手続き） 

https://www.nhk-cs.jp/regulations/privacy/policy/
https://www.nhk-cs.jp/regulations/privacy/notice/
https://www.nhk-cs.jp/regulations/privacy/notice/
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１ . 「 受 信 料 の 窓 口 」 で は 、 日 本 放 送 協 会受 信規 約 （ 以 下 「 受 信 規約 」 と い い ます 。 ）

（https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/compliant_1.html）第３条第３項に基づき、

受信契約書の書面による提出に代えて、インターネットを通じて、「受信規約」第３条第１項ま

たは第２項規定の事項をお届けいただくほか、受信契約や受信料のお支払い等に関するお

手続きにかかるインターネット受信料関係サービスをご利用いただくこともできます。 

２.「受信料の窓口」で受信契約や受信料のお支払いに関するお手続きをいただく際の受信契

約の条項は、放送法第６４条第５項に基づき定める「受信規約」のとおりとなります。ご利用

に際しては、本規約のほか、「受信規約」もご確認・ご同意のうえお手続きください。 

 

第５条 （順守事項等） 

１.お手続きいただく際の順守事項・必要事項 

（１）放送法第６４条第１項は、ＮＨＫの放送を受信することのできる受信設備を設置した方と

特定必要的配信（本規約においては「受信規約」第１条の規定にあわせて以下「ＮＨＫの配

信」といいます。）の受信を開始した方に受信契約締結義務があることとしており、受信

契約の内容は放送法第６４条第５項に基づいて定める「受信規約」のとおりとなります。 

（２）「受信料の窓口」で受信契約や受信料のお支払いに関するお手続きをされる場合は、  

ＮＨＫの放送を受信することのできる受信設備を設置した方またはＮＨＫの配信の受信を

開始した方に限ります。未成年者であっても親権者等の法定代理人等と別住居にお住ま

いで、ＮＨＫの放送を受信することのできる受信設備を設置されている場合またはＮＨＫ

の配信の受信を開始されている場合は、当該未成年者も設置者または受信開始者として

お手続きが必要となります。その場合、当該未成年者も、親権者等の法定代理人等の監

督や同意がなくとも、設置者または受信開始者として有効にお手続きいただけます。 

それ以外の方がお手続きをされる場合には、本規約第１６条の問い合わせ先「ＮＨＫふれ

あいセンター」までご連絡ください。 

（３）「受信料の窓口」でのお手続きに際しては、メールアドレスが必要です。メールアドレスを

お持ちでない方で受信契約のお手続きをご希望の方は、「ＮＨＫふれあいセンター」まで

ご連絡ください。 

２.お手続きの流れ 

（１）「受信料の窓口」では、お客様から各種お手続きの申込みをいただきます。お手続きに際

して入力いただいたメールアドレス宛にＮＨＫからお送りするメールが届かない場合、お

手続きはお受けできない場合があることをご了承ください。 

（２）「受信規約」第３条第３項に定めるお手続きを「受信料の窓口」でいただいた場合は、同

規約第３条第４項により、ＮＨＫから書面の送付等によりお手続きの内容を確認するため

の通知を行います。また、このほかのお手続きに関しても、同様の通知を行う場合があり

ます。なお、かかる通知とは別途、お届けいただいた連絡先まで、ＮＨＫから確認のご連

絡をする場合があります。 

（３）ＮＨＫからの通知やご連絡にもかかわらず、氏名・住所・契約種別等の申込み内容やお手

続きに必要な資料に不備があり確認ができない場合、ご本人以外の方がお手続きをされ

https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/compliant_1.html
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る等、本規約に違反した申込みの場合、その他お手続き完了に十分な確認ができないと

ＮＨＫが判断した場合にはお手続きをお受けしないことがあります。 

３.「受信料の窓口」でのお手続きに際してお届けいただく事項 

「受信料の窓口」でのお手続きに際しては、お手続きに応じて「受信料の窓口」プライバシーノ

ーティス所定の事項をお届けいただきます。 

 

第６条 （ＮＨＫ以外の事業者が提供するサービス等を利用する場合について） 

１.利用者が、ＮＨＫ以外の事業者（以下「外部事業者」といいます。）との間で契約を締結したり、

当該外部事業者に対して通知・届出等を行ったりするとき等に、当該外部事業者または当該

外部事業者の委託等を受けた者（以下「外部事業者等」といいます。）が運営する、インターネ

ットを通じて手続きを行うサービス（以下「外部サービス」といいます。なお、外部サービスは

「ＮＨＫインターネットサービス利用規約」第３条所定の「第三者のサイト等」には含みません。）

を利用する場合において、当該外部事業者等がＮＨＫとの間で受信契約の取次や受信料の

収納業務に関する業務委託や情報サービスの利用等に関する契約を締結しているときは、

利用者の希望により外部サービスを経由して、「受信料の窓口」で受信契約や受信料のお支

払いに関するお手続きをいただけることがあります。 

この場合において、利用者が当該外部サービスにおいて入力した情報や、当該外部サービス

を利用するに際して登録した情報のうち、「受信料の窓口」プライバシーノーティス所定の「受

信契約や受信料のお支払いに関するお手続きに際して利用者自ら入力またはアップロード

して提供する情報」のうち全部または一部（以下「手続き情報」といいます。）について、利用

者が、当該外部事業者等に対して当該手続き情報を利用者本人に代わって当該外部事業者

等がＮＨＫに提供すること、およびＮＨＫが利用者本人に代わって当該外部事業者等から当

該手続き情報を取得することに同意した場合には、ＮＨＫが、利用者本人に代わって当該外

部事業者等から当該手続き情報の提供を受けることにより利用者自ら「受信料の窓口」で手

続き情報を入力することに代えることができます。 

２.ＮＨＫがインターネット受信料関係サービスに利用する第１項の外部サービスは、本規約別紙

「外部サービス一覧」に定め公表するものとします。 

３.第１項において、ＮＨＫは外部事業者等に対して、ＮＨＫと当該外部事業者等との間の業務委

託や情報サービスの利用等に関する契約を履行するため、外部サービスを経由して「受信料

の窓口」で手続きを完了した件数を報告することがありますが、ＮＨＫから当該外部事業者

等に対して、個人情報保護法により認められる場合を除き利用者個別の受信契約に関する

情報を開示することはありません。 

４.第１項の外部サービスを利用する場合、利用する外部サービスを運営する外部事業者等が

定める利用規約等が適用される場合がありますので、あらかじめご確認のうえ外部サービ

スをご利用ください。また、外部事業者等と利用者の間の契約や通知・届出等に関してＮＨＫ

はなんら責任を負うものではありません。 

５.第１項以外でも、ＮＨＫが受信契約の取次や受信料の収納業務を委託している事業者（以下

「委託事業者」といいます。）の運営するウェブサイト（以下「委託事業者サイト」といいます。）
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で、インターネットを通じて受信契約や受信料のお支払いに関するお手続きを行える場合が

あります。この場合ＮＨＫは、委託事業者が取得する情報のうち、受信契約の取次や受信料

の収納業務に関する情報のみを取得し、それ以外の情報を取得することはありません。 

この場合も受信契約の内容は「受信規約」のとおりとなりますが、委託事業者サイトのご利用

に関しては本規約ではなく委託事業者サイトの利用規約等が適用されますので、委託事業者

サイト等をあらかじめご確認のうえご利用ください。なお、委託事業者サイトのご利用に関し

てＮＨＫはなんら責任を負うものではありません。 

 

第３章 世帯における受信料アカウント 

第７条 （受信料アカウントで利用できるサービス） 

１.受信料アカウントは、世帯についての受信契約を締結されている受信契約者本人が利用す

ることができます。 

２.受信料アカウントは、以下のサービスに利用することができます。 

（１）受信料アカウントサービス 

（２）ＮＨＫ ＯＮＥ アカウントとの連携サービス 

 

第８条 （受信料アカウントの登録申込み） 

１.受信料アカウントは、世帯についての受信契約を締結している受信契約者本人が、本規約に

同意のうえ、①ＮＨＫサイト「受信料の窓口」(nhk-cs.jp ドメイン)（以下「ＮＨＫサイト『受信料

の窓口』」といいます。）で「受信料の窓口」プライバシーノーティス所定の事項を届け出ると

ともに、②ＮＨＫサイト「受信料の窓口」所定の方法に基づき運転免許証等の本人確認書類の

アップロードを行うことにより、登録を申し込むことができます。ただし、ＮＨＫサイト「受信料

の窓口」で、受信契約の締結の申込み（新規契約の申込み）とともに受信料アカウントの登録

申込みを行う場合は、本人確認書類のアップロードを省略することができます。なお、一部

の外部サービスを経由してＮＨＫサイト「受信料の窓口」で受信契約の締結の申込み（新規契

約の申込み）を行う場合は、本人確認書類のアップロードを省略することができないことが

あります。 

２.ＮＨＫは、第１項の登録申込みの際に届け出があった事項と、ＮＨＫが保有する登録申込者の

受信契約に関する情報とを照合することにより受信契約の締結の有無を確認します。受信

契約の締結とアップロードされた本人確認書類により登録申込みが受信契約者本人による

ものであることを確認できた場合（ただし、登録申込者の有効な受信料アカウントがすでに

存在する場合を除きます。）、受信料アカウントの登録を完了します。 

３.ＮＨＫは、受信料アカウントの登録完了後、登録申込者（受信料アカウントの登録が完了した

登録申込者を以下「受信料アカウント利用者」といいます。）に対し、登録が完了した旨を通

知します。 

４.第２項前段の照合により受信契約の締結が確認できない場合、ＮＨＫから登録申込者に対し、

受信料アカウントの登録ができなかった旨を通知するとともに（この場合、ＮＨＫ ＯＮＥ アカ

ウントとの連携サービスも利用できなくなります。）、第１項の届け出事項に基づきＮＨＫから
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受信契約の締結を依頼する場合があるほか、「ＮＨＫインターネットサービス利用規約」第２２

条第１項に基づく手続き等を促す文字等を表示することがあります。 

 

第９条 （受信料アカウントで利用できる機能） 

本規約第７条第２項に定めるサービスでは、受信料アカウントを用いて以下の機能を利用する

ことができます。 

（１）受信料アカウントサービスで利用できる機能 

・受信契約の登録情報の確認や各種手続き 

・受信料の請求情報やお支払い履歴の確認 

・受信料の未払い期間がある場合その支払い 

・ＮＨＫからのお知らせの閲覧 

・よくあるご質問の参照 

・ＮＨＫへのお問い合わせフォームの利用や回答の受領 

（２）ＮＨＫ ＯＮＥ アカウントとの連携サービスで利用できる機能 

      ・「ＮＨＫインターネットサービス利用規約」第２２条第２項に定めるＮＨＫ ＯＮＥ アカウン

トとの連携 

 

第１０条 （受信料アカウントの登録申込みの特例） 

１.本規約第８条の規定にかかわらず、世帯におけるＮＨＫ ＯＮＥ アカウントの利用者は、当該

アカウントによりＮＨＫ ＯＮＥサービスにログインして、アカウント設定画面から所定の方法

で受信契約の確認手続きのためにＮＨＫサイト「受信料の窓口」に遷移して受信料アカウント

の登録を申し込むことができます。この場合、本規約第８条第１項に定める運転免許証等の

本人確認書類のアップロードを省略して、受信料アカウントの登録申込みを行うことができ

るものとします。ＮＨＫは、本規約第８条第２項に基づいて登録申込者の受信契約の締結の

有無を確認し、受信料アカウントの登録が完了した際には、受信料アカウント利用者に対し、

登録が完了した旨を通知するとともに、受信契約の登録住所に対し、受信料アカウントの登

録が完了した旨を記載した書面を送付します。 

２.本条に定める特例により受信料アカウントを登録した受信料アカウント利用者は、本規約第

７条第２項第２号のＮＨＫ ＯＮＥ アカウントとの連携サービスのみを利用することができま

す。この受信料アカウント利用者は、本規約第８条第１項のＮＨＫサイト「受信料の窓口」所定

の方法に基づき運転免許証等の本人確認書類のアップロードを行うことにより本規約第７

条第２項第１号の受信料アカウントサービスの利用申込みを行うことができます。ＮＨＫは、

アップロードされた本人確認書類により申込みが受信契約者本人によるものであることを

確認できた場合、受信料アカウントサービスの利用登録を完了し、その旨を受信料アカウント

利用者に通知します。 

 

第１１条 （受信料アカウントの管理） 

１.受信料アカウント利用者は、自己の責任において受信料アカウントの登録情報を管理するも
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のとし、第三者に受信料アカウントを利用させてはならないものとします。ただし、世帯内で

ＮＨＫ ＯＮＥ アカウントの利用代表者と受信料アカウント利用者が異なる場合は、受信料ア

カウント利用者の許可により、本規約第９条第２号の機能をＮＨＫ ＯＮＥ アカウントの利用

代表者が利用できるものとします。 

２.受信料アカウント利用者は、住所を変更した場合など、受信料アカウント利用者がＮＨＫとの

間で締結している受信契約に関する情報について、常に最新の情報となるよう、「受信規約」

に基づき届け出なければなりません。 

 

第１２条 （受信料アカウントの利用終了） 

１.受信料アカウント利用者は、受信料アカウントを削除することにより本規約第７条第２項に定

めるサービスの利用を終了することができます。ただし、受信料アカウントの削除による受

信料アカウントの利用終了は、受信契約の解約を意味するものではありません。受信契約の

解約には、「受信規約」第９条に基づく所定の手続きが必要です。 

２.ＮＨＫは、以下の場合に、受信料アカウント利用者の受信料アカウントを停止または削除する

ことがあります。 

（１）受信料アカウントの利用者の受信契約が解約または移転先不明の取り扱いとなった場

合 

（２）受信料アカウント利用者が受信契約者本人ではないことが判明した場合その他受信料

アカウントの利用が不適切とＮＨＫが判断した場合 

 

第４章  事業目的でのＮＨＫの配信利用における「確認キー」の取得について 

第１３条 （「確認キー」の取得手続き） 

１.事業目的でＮＨＫの配信の受信を開始し利用する事業者は、ＮＨＫサイト「受信料の窓口」で以

下の情報を入力いただくことで「ＮＨＫインターネットサービス利用規約」第２５条第１項第２

号に定める「確認キー」を取得することができます。 

・事業者名（受信契約者名） 

・受信契約住所（ＮＨＫに届け出ている住所に限ります。） 

・お客様番号（不明の場合は入力を省略できます。） 

・ＮＨＫの配信の受信を開始し利用する通信端末機器の数 

・ＮＨＫ ＯＮＥ アカウントの利用代表者（担当者）名、利用代表者（担当者）の連絡先（電話

番号、メールアドレス、所属等、所属先と受信契約住所が異なる場合はその住所） 

・利用代表者（担当者）が複数いる場合はそれぞれの連絡先 

・ＮＨＫ ＯＮＥ アカウントを登録して取得した事業所コード 

２.事業目的でＮＨＫの配信の受信を開始し利用する事業者が、「ＮＨＫインターネットサービス利

用規約」第２５条第４項に定めるＮＨＫが指定する事業者に該当する場合は、当該事業者は、

別途ＮＨＫが示す書式の提出をもって第１項の情報の入力に代えることができます。 

３.ＮＨＫは、第１項に基づき入力された情報をもとに、ＮＨＫの保有する受信契約に関する情報

との照合により受信契約の締結の有無を確認し、受信契約の締結が確認できない場合は必
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要に応じて利用代表者（担当者）に受信契約の締結を依頼するほか、第１項の入力に基づい

て取得された「確認キー」を無効化し、手続き等を促す文字等を表示することがあります。 

 

第５章  雑則 

第１４条 （規約変更） 

１.ＮＨＫは、ＮＨＫの判断で、本規約の内容を変更することができるものとします。 

２.ＮＨＫは、本規約の内容を変更する場合、事前に変更後の内容および適用開始日をＮＨＫサイ

ト等で明示したうえで変更するものとします。 

 

第１５条 （準拠法・管轄） 

１.インターネット受信料関係サービスの利用、本規約の成立、効力発生、解釈については日本法

に準拠するものとします。 

２.インターネット受信料関係サービスに関して利用者と生じた紛争は、東京地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

３.なお、受信契約に基づく受信料支払請求等、成立した受信契約に関してＮＨＫが法的手続き

をとる場合や受信契約の締結等を求める訴訟等に関する管轄については、第２項は適用さ

れません。 

 

第１６条 （質問および苦情処理の窓口） 

１.インターネット受信料関係サービスにおけるパーソナルデータの取り扱いに関するご質問や

苦情は、次の窓口で受け付けます。  

（１）ＮＨＫふれあいセンターナビダイヤル：ＴＥＬ ０５７０-０７７-０７７ 

（上記ナビダイヤルをご利用になれない場合は、ＴＥＬ ０５０-３７８６-５００３へおかけくださ

い。） 

受付時間：午前９時～午後６時（土・日・祝も受け付けます。） 

なお１２月３０日午後５時～１月３日はご利用いただけません。 

（２）ＮＨＫサイトからの問い合わせ先はこちら（https://www.nhk.or.jp/css/） 

２.個人情報の取り扱いに関するお問い合わせや苦情に対するＮＨＫの対応に対して疑問等が

あり、相談を必要とされる場合、個人情報保護法に規定された「認定個人情報保護団体」で

ある下記の一般財団法人放送セキュリティセンター「個人情報保護センター」に直接ご連絡

いただくこともできます。 

一般財団法人放送セキュリティセンター 個人情報保護センター 

(https://www.sarc.or.jp/hogo/kaiketu-n.html)（ＮＨＫサイトを離れます。） 

 

第１７条 （ＮＨＫプラス利用者の特例） 

１.２０２５年１０月１日改定前の「ＮＨＫインターネットサービス利用規約」第２３条において定め

たＮＨＫプラスの利用申込みを２０２５年８月１５日までに行い、かつ受信契約の締結が確認

できた旨の通知をＮＨＫから受けた利用者は、本規約第８条第１項に定める受信料アカウント

https://www.nhk.or.jp/css/
https://www.sarc.or.jp/hogo/kaiketu-n.html
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の登録申込みに際し、ＮＨＫプラスの利用申込みにあたり入力したメールアドレスを用いて 

ＮＨＫサイト「受信料の窓口」所定の方法で行うことにより、「受信料の窓口」プライバシーノー

ティス所定の事項の届け出を省略することができるものとします。 

２.本条に定める特例により受信料アカウントの登録をした受信料アカウント利用者は、本規約

第７条第２項第２号のＮＨＫ ＯＮＥ アカウントとの連携サービスのみを利用することができ

ます。この受信料アカウント利用者は、本規約第８条第１項のＮＨＫサイト「受信料の窓口」所

定の方法に基づき運転免許証等の本人確認書類のアップロードを行うことにより本規約第

７条第２項第１号の受信料アカウントサービスの利用申込みを行うことができます。ＮＨＫは、

アップロードされた本人確認書類により申込みが受信契約者本人によるものであることを

確認できた場合、受信料アカウントサービスの利用登録を完了し、その旨を受信料アカウント

利用者に通知します。 

３.第１項に定める手続きは、２０２６年３月３１日まで行うことができます。 

 

第１８条 （特定条項の適用開始） 

第３章の規定は２０２５年１１月１８日から適用します。 

 

最終変更日：２０２６年２月２４日 
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別紙「外部サービス一覧」 

 

ＮＨＫインターネット「受信料の窓口」利用規約第６条第２項規定のＮＨＫがインターネット受信料関

係サービスに利用する外部サービスは次のとおりです。 

 

・引越れんらく帳  

https://www.hikkoshi-line.com/（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・ひかりＴＶ 

https://www.hikaritv.net/n/（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・中部電力ミライズ 

https://miraiz.chuden.co.jp/home/procedures/start/moving/index.html 

（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・北海道電力（電気・ガスのお引越し手続き） 

https://www.hepco.co.jp/home/move/move01.html（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・北陸電力 

https://www.rikuden.co.jp/tetsuzuki/ohikkoshi.html（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・九州電力 

https://www.app.kyuden.co.jp/mierukaWeb/moushikomi/shiyouKaishi/shi

youKaishiCautions/（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・東邦ガス 

https://www.tohogas.co.jp/home/procedure/contract/ 

（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・東京ガス 

https://home.tokyo-gas.co.jp/gas_power/procedure/moving/index.html 

（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・関西電力 

https://kepco.jp/service/move/（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・四国電力 

https://www.yonden.co.jp/customer/contract_change/moving/index.html 

（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・東京電力 

https://www.tepco.co.jp/ep/private/moving/index-j.html 

（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・北陸ガス 

https://www.hokurikugas.co.jp/internetreceipt/index.asp 

（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・東北電力 

https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/inquery/（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

https://www.hikkoshi-line.com/
https://www.hikaritv.net/n/
https://miraiz.chuden.co.jp/home/procedures/start/moving/index.html
https://www.hepco.co.jp/home/move/move01.html
https://www.rikuden.co.jp/tetsuzuki/ohikkoshi.html
https://www.app.kyuden.co.jp/mierukaWeb/moushikomi/shiyouKaishi/shiyouKaishiCautions/
https://www.app.kyuden.co.jp/mierukaWeb/moushikomi/shiyouKaishi/shiyouKaishiCautions/
https://www.tohogas.co.jp/home/procedure/contract/
https://home.tokyo-gas.co.jp/gas_power/procedure/moving/index.html
https://kepco.jp/service/move/
https://www.yonden.co.jp/customer/contract_change/moving/index.html
https://www.tepco.co.jp/ep/private/moving/index-j.html
https://www.hokurikugas.co.jp/internetreceipt/index.asp
https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/inquery/
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・四国ガス 

https://www.shikoku-gas.co.jp/customer/form/（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・武州ガス 

https://www.bushugas.co.jp/home/move/ （※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・沖縄電力 

https://ryoukin-web.okiden.co.jp/uketuke/#anchor_1  

（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・北海道ガス 

https://www.hokkaido-gas.co.jp/home/procedure/move/ 

（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・中国電力 

https://www.energia.co.jp/elec/proc/move/decision.html  

（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

・大阪ガス 

https://home.osakagas.co.jp/moving/  

（※ＮＨＫサイトを離れます。） 

 

https://www.shikoku-gas.co.jp/customer/form/
https://www.bushugas.co.jp/home/move/
https://ryoukin-web.okiden.co.jp/uketuke/#anchor_1
https://www.hokkaido-gas.co.jp/home/procedure/move/
https://www.energia.co.jp/elec/proc/move/decision.html
https://home.osakagas.co.jp/moving/

